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情報情報のひろばひろば情報のひろば 情報のひろば

７月のこよみ

◎ヒッツFMで「声の広報たかやま」を放送しています　1日、15日の午前6時～7時・午後10時～11時

7月1日（火）
 
4日（金）
5日（土）

6日（日）

7日（月）
11日（金）
12日（土）

15日（火）
16日（水）
18日（金）
19日（土）
21日（祝）
26日（土）

29日（火）
31日（木）

社会を明るくする運動
夏の飛驒高山ライトアップ（～8月17日：宮川中橋周辺）
友好都市平塚七夕市民ツアー（～5日）
東海北陸自動車道全線開通
飛驒の里開村記念（～6日）
農業委員会委員選挙投票日
我楽多市
CO2削減/ライトダウンキャンペーン「七夕ライトダウン」
夏の交通安全県民運動（～20日）
集団資源回収（久々野地区社教）

バケツ注水大会（高山消防署）
環境フォーラム「レジ袋削減と地球温暖化」（市役所地下ホール）
市内小・中学校終業式
全市いっせいラジオ体操の会
海の日
第13回飛驒高山サマーフェスティバル・ちょけらまいか大仮装盆踊り大会
栃尾温泉やまびこ花火大会
ひだ荘川ふるさと夏まつり（～27日）
こどもマリン交流（～31日）（神奈川県平塚市）
飛驒高山観光大学（～8月1日：ホテルアソシア）

※高山地域の結婚相談は、毎週火曜日の第1・3・5週は午後0時30分～3時30分、第2・4週は午後5時30分～8時30分（7月22日は休みです）

各種相談窓口をご利用ください （7月）

高　山

丹生川

清　見

荘　川

一之宮

久々野

朝　日

高　根

国　府

上　宝

地域　　　　　　  行政相談　　　　　　　　　 心配ごと・結婚相談　　　　　　　　   人権相談

18日（金）／午後1時～4時／丹生川支所

25日（金）／午前9時～正午／荘川総合センター

 

16日（水）／午後1時30分～4時／久々野福祉センター

16日（水）／午後6時～9時／丹生川福祉センター

 

9日（水）／午後1時～4時／荘川福祉センター 

 3日（木）／午後1時～4時／飛驒位山文化交流館 

16日（水）／午後6時30分～9時30分／久々野福祉センター 

 

16日（水）／午後6時30分～9時30分／国府公民館

9日（水）／午後1時～4時／上宝保健センター

毎週水・金曜日／午後1時～4時／総合福祉センター※結婚相談日は別日 

10日（木）／午前9時～正午／清見公民館

14日（月）／午前9時～正午／高根福祉センター

16日（水）／午後6時～9時／朝日支所

おしらせ

【7月の献血】

4（金）
16（水）

17（木）

18（金）

15日（火）/午前10時～午後3時/荘川福祉センター

16日（水）/午後1時30分～4時/久々野福祉センター

11日（金）／午前10時～午後3時／高根支所

2日（水）/午後1時～4時/国府町公民館

問合先・申請窓口　保険医療課　 35-3495・岐阜社会保険事務局高山事務所　　32-6111

　街かどふれあい献血を実施します。
期日 7月4日（金）
時間 午前9時～正午まで
場所 中橋公園（川原町）

愛の血液助け合い運動
問合先

2日（水）／午後1時～4時／国府公民館

6月1日から後席でのシートベルト着用が義務化

飛驒信用組合（事務センター）
駿河屋　アスモ店
ナガイ株式会社　給油所
高山消防署　大野分署
久々野支所
平和メディク株式会社
柏木工株式会社 本社工場
高山市役所

13:30 ～ 16:00
13:00 ～ 16:00
9:00 ～ 9:50
10:30 ～ 12:00
13:30 ～ 16:00
9:00 ～ 11:00
12:00 ～ 13:30
14:30 ～ 16:00

期日 時  間 場　　所

国民年金保険料の免除制度国民年金保険料の免除制度国民年金保険料の免除制度
　国民年金制度は20歳以上60歳未満の全ての方が加入する制度です。平成
20年度の保険料は、1ヶ月14,410円ですが、経済的な理由等で保険料の納付
が困難な場合は、申請により全額または一部が免除されます。
◇申請できる方
　①本人、配偶者、世帯主の前年所得が、一定以下の方。
　②失業などにより前年に比較して、著しく所得が減少した方。
　③災害などにより財産に大きな損害を受けた方。
◇制度の内容
　前年の所得状況によって、全額免除または、一部免除の判定が行われます。
免除された期間は、将来受給する年金の受給資格期間に算入されますが、全
額納付したときと比べ、年金額がそれぞれ減額されます。
　一部免除の場合、納付すべき額を納付されない場合は無効となります。
◇申請に必要なもの
　印鑑、年金手帳、失業を理由にする場合は「雇用保険被保険者離職票または
雇用保険受給資格者証」。災害を理由にする場合は「罹災証明書」など。
◇その他の免除・猶予制度
　①若年者納付猶予制度・・・30歳未満の方の年金保険料納付が10年間猶予されます。
　　（本人の所得審査あり）
　②学生納付特例制度・・・学生の方の年金保険料納付が10年間猶予されます。
　　（学生本人の所得審査あり）
　③法定免除・・・障害年金や、生活保護法の生活扶助を受給している方は免除され
　　る制度があります。

福祉課
35-3139
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